
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 輸出物品販売場制度の免税販売手続が電子化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Ｑ：消費税の輸出物品販売場制度における

免税販売手続が電子化されるそうですが、ど

のようになるのですか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：令和２年４月１日から電子化されます。 

【解説】  

令和２年４月１日から、消費税の輸出物品

販売場制度における免税販売手続が電子化さ

れます。免税販売手続の方法は、次のとおりで

す。 

①旅券(パスポート)等の提示・情報の提供 

輸出物品販売場を経営する事業者は、購入

者から旅券等の提示を受け、その旅券等に記

載された情報の提供を受けます。 

②非居住者であることの確認 

事業者は、①で提示を受けた旅券等により、

購入者が非居住者であることを確認します。 

③購入者に対して必要事項を説明 

事業者は、免税対象物品を購入する購入者

に対し、その免税対象物品が国外へ輸出する

ため購入されるものであることなどを説明し

ます。 

④免税対象物品の引渡し 

事業者は、販売する物品が消耗品である場

合には、指定された方法により包装し、購入者

に引き渡します。 

⑤購入記録情報の提供 

事業者は、免税販売の際、一定の事項を記

録した電磁的記録をネット回線等を通じて国

税庁長官に提供します。 

⑥購入記録の保存 

事業者は、⑤の情報を保存しておきます。  
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